
１　計画見直しの背景と位置付け

「呉市子ども・子育て支援事業計画（平成27～31年度）」の見直しについて

(1) 計画見直しの背景

本計画は，子ども・子育て支援法第６１条に規定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」に位置付けられる計画であると
ともに，次世代育成対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８条に規定する「市町村行動計画として策定する「次世代育成
支援行動計画」と一体的なものとし，次世代育成支援行動計画に記載する項目も含め，呉市の子ども・子育て支援法に係る施策
を幅広く記載しています。
本計画は，平成２５年度に行った「呉市子ども・子育て支援ニーズ調査」の結果を反映して，平成２７年度から平成３１年度

までの５年間の計画期間として策定しています。
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「呉市子ども・子育て支援事業計画」は，「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指し，「すくすく・のびのび・子育
てが楽しいまち くれ」を基本理念として，子どもの幼児期の学校教育・保育の一体的な提供，保育の量的拡充，障害児支援，
家庭における養育支援等を総合的に推進していくことを目的として平成２７年３月に策定した計画です。
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６０条の規定に基づく基本的な指針では，市町村は，計画期間の中間年

を目安として，必要な場合には市町村は子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこととされているとともに，内閣府作成の
「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方（作業の手引き）」（平成２９年１月２７日，
同年６月２９日改訂）では，平成２８年４月１日時点の実績値が，市町村計画における教育・保育の量などの見込みと比較して
１０％以上のかい離がある場合には，原則として見直しが必要とされています。
呉市子ども・子育て支援事業計画では，教育・保育の量や地域子ども・子育て支援事業の量について，市域を分割して提供区

域を設定し推計していますが，かい離が１０％を超える提供区域があることから，当該計画の見直しが必要であると考えていま
す。

(2) 計画の位置付け
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２　見直しの内容

３　今後のスケジュール

本計画の基本理念・基本目標については，変更はありませんが，国が原則として見直しを求めている「量の見込み」の修正のほ
か，上位計画の見直しによる影響や計画策定後に新たに開始した事業や拡充した制度に係る追加・修正を行います。
また，今後の新たな施策展開が想定される中で，計画策定時と現時点との間で，社会情勢や子育て世帯を取り巻く状況に変化が

生じたものや，その後の調査等により新たな課題が浮き彫りになったものなどについて，整合性が取れるよう内容を修正します。

(1) 教育・保育事業及び地域子育て支援事業の量の見込みの見直し

保育所・認定こども園・地域型保育事業・放課後児童会

(2) 新たに取り組んだ施策や制度拡充等による修正

・子育て世代包括支援センター

・乳幼児等医療費助成

・児童虐待防止対策の充実

(3) 新規施策展開を見据えた修正

・子どもの生活実態調査の結果を「現状と課題」,「施策の方向性」に反映

・女性活躍推進などを支えるため，放課後児童会のニーズが高い地域の様々な実施主体を想定した整備方針を「現状と課題」,

「施策の方向性」に反映

(4) 資料編基礎データの時点修正

・基礎データの表記修正や追加・削除

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

議会報告

保健福祉審議会報告 同審議会 児童福祉専門分科会審議

見直し作業

議会報告 議会報告

完成・公表

同審議会報告
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